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プレスリリース 

令和６年７月２４日（水） 

 

 

令和５年度の不当要求行為は６８件発生 
 

～機構職員に対する暴力行為は３件発生～ 

 

 
令和５年度中に全国の事務所から報告があった、機構職員に対する暴力行為、脅

迫・威圧行為、強要行為等の不当要求行為についてまとめたのでお知らせいたしま
す。 
 
１．全国９３カ所の事務所から報告がありました不当要求行為の総件数は６８件で

した。前年度より、８件減少しております。 
 
２．不当要求行為を行った受検者別内訳は、受検代行業者によるものが２７件

（３９．７％）、ユーザー本人によるものが２１件（３０．９％）、整備事
業者によるものが１９件（２７．９％）、その他が１件（１．５％）となっ
ています。 

 
３．不当要求行為の内容別内訳は、脅迫・威圧行為が１２件（１７．６％）、説明

強要が２８件（４１．２％）、合格強要が１３件（１９．１％）、時間外検査
強要が３件（４．４％）、車両放置が２件（２．９％）、暴力行為が３件（４．
４％）、その他が７件（１０．３％）となっています。 

 
４．機構職員に対する暴力行為は依然として無くならず、令和５年度は３件の暴力

行為が発生しました。暴力行為に対しては、警察に被害届出を出すなど毅然と
した対応を行っており、このうち１件については、威力業務妨害により罰金刑
となっています。 

 
５．不当要求行為に対し警察が出動した事案は１７件（２５％）あり、その内訳は

受検代行業者によるものが６件、ユーザー本人によるものが６件、整備工場に
よるものが５件となっております。 

 
６．今後も引き続き、国土交通省や警察当局との連携を密にし、不当要求防止責

任者を選任することや不当要求に係る緊急事態を想定した対応訓練を実施す
るとともに、防犯カメラやＩＣレコーダによる防犯設備の活用により、組織
全体で不当要求防止対策に取り組み、的確で厳正かつ公正な審査業務を実施
して参ります。 

 

 お問い合わせ先 

  〒160－0003 東京都新宿区四谷本塩町4-41 住友生命四谷ビル4階 

  独立行政法人自動車技術総合機構 企画部企画課  
電話 ０３－５３６３－３４４１ （代表） 
FAX  ０３－５３６３－３３４７ 
http://www.naltec.go.jp 

 

 

 



 自動車機構における不当要求行為の概要
平成１４年度 （１４年７月１日から） ～ 令和５年度 （令和６年３月３１日まで）

Ⅱ-２．不当要求行為の受検者別推移

Ⅰ．不当要求行為の推移

Ⅱ．地域別の発生状況
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Ⅲ．不当要求行為別の発生状況
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OBD検査の概要

独立行政法人 自動車技術総合機構
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１．OBD検査とは

OBD検査とは、従来の自動車の検査では発見できなかった電子制御装置の故障に対応する電子的な検査です。現在
の自動車の検査では検出できない不具合をシステムを利用して検査することができます。

車両に搭載された電子制御装置の状態を監視して故障を記録するOBD（車載式故障診断装置）とスキャンツールを
接続することで、車両に記録されたDTC（故障コード）を読み取り合否判定を行います。

OBD検査の対象となる車両は、国産車は令和3年10月1日以降の新型車、輸入車は令和4年10月1日以降の新型車で
す。 ※ただし、大型特殊自動車、被牽引自動車、二輪自動車は除きます。

自動車の検査に電子制御装置の検査を導入するPoint

車載式故障診断装置（OBD）を活用した自動車検査手法

OBD検査車載式故障診断装置（OBD） 検査用スキャンツール

電子装置の状態を監視
し、故障を記録する。

OBDに記録された
DTC（故障コード）を
読み取る。

接続

対象車両
・国産車：令和3年10月1日以降の新型車（フルモデルチェンジ車）

・輸入車：令和4年10月1日以降の新型車（フルモデルチェンジ車）
※1 保安基準に規定があるものに限る。

①運転支援装置 ※1

アンチロックブレーキシステム（ABS）、横滑り防止装置
（ESC）、ブレーキアシスト、自動ブレーキ、車両接近通報

②自動運転機能 ※1

自動車線維持、自動駐車、自動車線変更など

③排ガス関係装置

検査用スキャンツールで読み取っ
たDTCに特定DTC（※2）が含まれる
場合、不適合と判定する。
※2  特定DTCとは、保安基準に不適合とな

る故障コードです。
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２．OBD検査導入背景の紹介

近年、運転支援等の技術の進化・普及が急速に進展する中、自動ブレーキや自動車間距離制御（ACC）装置が搭載
された自動車が増えています。それに伴い、それらの電子装置の不具合による事故も発生しています。
これら運転支援等を制御する電子装置に誤作動が発生した場合、重大事故等につながるおそれがあることから、電
子装置に関する機能検査の必要性が高まっていますが、現在の自動車の検査では電子装置の機能確認には対応して
いません。

最近の自動車には、電子制御装置の状態を監視して、故障を記録するOBD（車載式故障診断装置）が搭載されてい
ます。OBDにスキャンツールを接続することで、OBDに記録されたDTC（故障コード）を確認することができま
す。

この技術を活用し、DTC（故障コード）確認による合否判定を行うOBD検査を自動車の検査に導入し、運転支援等
の技術に用いられる電子装置に対する機能確認を行うことになりました。
OBD検査の適用開始は令和6年10月以降です。

電子制御装置の誤動作による事故を防ぐ
ための機能確認としてOBD検査を導入

Point

自動ブレーキ
自動車間距離制御

（ACC）

電子装置の誤動作による
重大事故が発生するおそれ
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３．OBD検査対象の車両について
以下の車両がOBD検査の対象になります（ただし、大型特殊自動車、被牽引自動車、二輪自動車を除く）。

国産車：令和3年10月1日以降の新型車（フルモデルチェンジ車）
輸入車：令和4年10月1日以降の新型車（フルモデルチェンジ車）

OBD検査対象車の車検証および電子車検証の備考欄には、「OBD検査対象車」（電子車検証の場合は「OBD検査
対象」）などの記載があります。ただし、OBD検査の対象と記載がある車両でも、OBD検査が不要となる場合が
あります。
※OBD検査の要否は、特定DTC照会アプリやOBD検査結果参照システムで確認することができます。

車検証 電子車検証

OBD検査対象車かどうかを
車検証や電子車検証で確認

Point

OBD検査対象
備考
OBD検査対象OBD検査対象車

備考
OBD検査対象車

以下の場合、OBD検査対象車であってもOBD検査不要と判定されます。
• 検査日が令和6年9月30日以前（輸入車は令和7年9月30日以前）である
• 検査日が型式指定年月日から２年を経過していない
• 検査日が初度登録年月または初度検査年月の前月の末日から起算して

10ヶ月を経過していない

Copyright© National Agency for Automobile and Land Transport Technology 5

４．OBD検査システムの紹介

OBD検査に関連する業務として、以下があります。

OBD検査システムは３つのシステム・アプリで構成されるPoint

OBD検査を実施する事業場や利用者の登録・管理（検査実施前に行う業務）
OBD検査の実施
OBD検査結果の確認

これらの業務は、OBD検査業務のために開発されたOBD検査システムを利用して行います。OBD検査システムは、
インターネットを経由してOBD検査用サーバーに接続して利用することができます。
OBD検査システムは、以下のシステムとアプリで構成されています。

OBD検査システムの利用申請や利用者を登録・管理するための
システムです。

車両がOBD検査の対象であるか確認を行い、車両と通信して
OBD検査の合否を判定するためのアプリケーションです。

OBD検査の結果を確認して出力したり、OBD検査の対象であるかどうかを
車両情報から確認するためのシステムです。

O
B
D
検
査
シ
ス
テ
ム

利用者管理システム

特定DTC照会アプリ

OBD検査結果参照システム
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自動車製作者等から提出された技術情報や事業場で実施した過去のOBD検査結果は、セキュリティを担保したうえ
でOBD検査用サーバーで管理されます。事業場からはインターネットを経由してOBD検査用サーバーに接続し、
以下のシステムとアプリを利用してOBD検査を実施します。

事業場

インターネット

・システムを利用するための準備をする
・事業場の登録と管理をする
・利用者（工員または検査員）の登録と管理をする
・OBD検査の実績を確認する

・車両受付をする
・OBD検査が必要かどうかを確認する
・OBD検査を実施する
・OBD検査の結果を確認する

・車両がOBD検査対象かどうかを確認する
・OBD検査結果を確認する

利用者管理システム 特定DTC照会アプリ OBD検査結果参照システム

OBD検査用サーバー
・技術情報
・過去のOBD検査結果

Copyright© National Agency for Automobile and Land Transport Technology

令和7年令和6年令和5年
10月4月10月4月10月4月

指定工場／認証工場

OBD
検査業務

7

５．OBD検査システムの利用にあたり準備するもの

事前にインターネット環境や各種機器、クライアント証明書、特定DTC照会アプリの準備が必要Point

※検査用スキャンツールは、OBD検査に対応した機器を使用する必要があります。
対象機器の詳細については、日本自動車機械工具協会のホームページを参照のうえ各自ご準備ください。

通信環境および検査で使用するPCまたはタブレット、検査用スキャンツールなどの機器を準備する必要があります。
PCまたはタブレット、検査用スキャンツールには、クライアント証明書をインストールする必要があります。また、検査用ス
キャンツールには、特定DTC照会アプリをインストールする必要があります。OBD検査の導入スケジュールに合わせて、ご準備ください。

環境・機器の準備

インターネット環境 PC
検査用スキャンツール※

車検証読み取り用
手入力も可能なため、必要に応じて準備

二次元コードリーダ ICタグリーダ利用者管理システム／OBD検査
結果参照システムで必要なもの

特定DTC照会アプリで必要なもの

Windows 10以上

プレ運用 本格運用

登録

令和5年10月～

Windowsがインストール
されたPCまたはタブレットVCI

インターネット
環境

※1：1台の端末で特定DTC照会アプリ／利用者管理システム／OBD検査結果参照システムを使用することもできます。

※1

※1

令和5年4月～

輸入車

注意：認証工場の場合にはシステムの導入の義務はありません。
事前確認を行う場合にのみご用意いただく必要があります。
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６．OBD検査ポータルの紹介

OBD検査に関する情報発信、学習支援メニューとして、「OBD検査ポータル」を設置しています。
OBD検査ポータルでは、OBD検査システムへのログイン、マニュアルの確認、動画による自主学習、お知らせの
確認、チャットボットでの問い合わせができます。また、検査用スキャンツールに関する情報が掲載されています
ので、検査用スキャンツールに関するお問い合わせがあった際も情報を確認することができます。

https://www.obd.naltec.go.jp

動画による自主学習OBD検査システムへ
ログイン

お知らせ確認

チャットボットによる
問い合わせ

OBD検査で使用する機器の紹介
（日本自動車機械工具協会HP：

https://www.jasea.org）

マニュアルの確認

OBD検査ポータル
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お問い合わせ先

OBD検査システムについてのお問い合わせ先は以下になります。

電話番号：0570-022-574
対応時間：月曜日～金曜日（祝日および12月29日から1月3日を除く）9時00分～17時00分

お問い合わせ先：OBD検査コールセンター
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OBD検査対象車

• 自動車検査証等の備考欄にOBD検査の対象である旨の記載がある。

• 型式指定日が国産車は令和３年１０月１日以降
（輸入車は令和４年１０月１日以降）となるニューモデル、フルモデルチェンジ車。

• 型式指定自動車、多仕様自動車型式指定自動車以外の自動車（PHPや並行輸入自動車等）は対象外。

• 二輪自動車、側車付二輪自動車、大型特殊自動車は対象外。

OBD検査対象装置

• かじ取装置（UN R79の高度運転者支援ステアリングシステムに係る部分に限る。）

• 走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止することができる装置（ABS）

• 走行中の自動車の旋回に著しい支障を及ぼす横滑りを有効に防止することができる装置（ESC）

• 走行中の自動車の旋回に著しい支障を及ぼす横滑り又は転覆を有効に防止することができる装置（EVSC）

• 緊急制動時に自動的に制動装置の制動力を増加させる装置（BAS）

• 衝突被害軽減制動制御装置（AEBS）

• 排出ガス発散防止装置

• 電力により作動する原動機を有する自動車に備える車両接近通報装置（AVAS）

• 自動運行装置 ※令和6年7月31日時点

７．OBD検査対象車とOBD検査対象装置について
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８．OBD検査の基準について

• OBD検査対象装置の車載式故障診断装置が正常に機能するために十分な電圧が確保さ
れていないもの

• 警告灯を点灯させるための信号（MIL信号）が出力されているもの
• １つもレディネスコード（故障診断の前提条件が成立していることを示すコード）が

記録されていないもの
• 当該装置に係る特定DTC（OBD検査対象装置が細目告示第一節に規定する基準に適合

しなくなると識別できるコード）が１つ以上記録されているもの
• 上記項目に該当するかどうかの判定に必要な情報がOBD検査対象装置の車載式故障診

断装置から読み出せないもの

排出ガス関係装置（排出ガス発散防止装置）

• 当該装置に係る特定DTCが１つ以上記録されているもの

安全関係装置（排出ガス発散防止装置以外の装置）
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９．接続ケーブルに関するルール等の適用関係
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１０．検査場における抜取り検査について

ご注意ください
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1１．出典

本資料は以下で公開されている資料を基に作成しております。
ここでご紹介した内容以外にも皆様にとって有益な情報もありますので、ご参考となれば幸いです。

OBD検査ポータル https://www.obd.naltec.go.jp/

• 【整備事業者の方】－【研修資料】から確認が出来る資料を主に活用しています。

OBD検査準備会合 https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr2_000059.html

• 第１回～第７回の資料を参考としています。































特定整備記録簿の記載方法について 

 

 

 

 

【以下、記載例を示します。】 

○ ガラス交換を構内外注し、レーダー交換及びエーミング作業を自ら行った場合 

 

注 ○×ガラス（内） 
○×レーダー 
○Ａエーミング 

注 

• 電子制御装置整備を外注した場合や離れた作業場で特定整備を実施した場合の特定整備記録簿の記載例を示します。 

• 特定整備記録簿の作成責任については、電子制御装置整備の整備主任者等資格取得講習テキストをご確認ください。 

構内外注の旨を記載 



○ レーダー交換を外注元、エーミング作業を外注先で実施した場合 

 

 

 

 

外注元 

注 ○×レーダー 
○Ａエーミング（外） 

注 

外注先 

注 ○Ａ エーミング 注 

外注した旨を記載 



○ 電子制御装置整備の全部を他の自動車特定整備事業者に外注した場合 

※外注元の特定整備事業者は、特定整備記録簿に記載しないよう注意してください。 

 

 

  



○ 事業場内に限り電子制御装置点検整備作業場以外の場所において電子制御装置整備作業を実施した場合 

① 入庫した車両については、自社の電子制御装置点検整備作業場でエーミング作業を行えないことから、電子制御装置整備作業場の屋上で

エーミング作業を行った場合 

 

 

② 離れた作業場（○○板金工場）でバンパ交換を行った場合 

 

 

注 ○Ａ  エーミング（電
子制御装置整備作
業場の屋上、晴れ、
電子制御装置整備
作業場の寸法を超
過） 

注 

注 ○× バンパ（○○板金 
工場） 

注 

天候及びエーミング 作業を電子

制御装置点検整備作業場以外の

場所で行った理由を記載 



令 和 ５ 年 ６ 月 ５ 日 

自動車局車両基準・国際課 

    審査・リコール課 

 

こどもの見落とし事故を防止するための国連基準を導入します 
～道路運送車両の保安基準等及び保安基準の細目を定める告示等の一部改正について～ 

 

国土交通省では、自動車の安全・環境基準等について、社会や技術の変化を踏まえ、国際的な

整合を図りつつ、順次、拡充・強化等を進めています。 

今般、国連自動車基準調和世界フォーラム（WP29）において、「直前直左右確認装置に係る協

定規則（第166号）」及び「大型車の直接視界に係る協定規則（第167号）」の制定が合意されたこ

と等を踏まえ、我が国においても、策定された新国連基準を保安基準に反映させることなどを

目的として、保安基準の詳細規定の改正等を行います。 

なお、当該直前直左右確認装置に係る新国連基準は、日本の国内基準をベースとし、我が国

の交通安全環境研究所（松井靖浩上席研究員）が基準策定のための国連の会議の議長等を務め

ながら、日本がその策定を主導し合意に至ったものです。 

 
 
１．主な改正項目（詳細は別紙参照） 

⑴ 乗用車等には、運転者席から死角となる車両の直前及び側面にいるこどもなどの歩行者を確

認できるように、鏡やカメラモニタ等の視認装置（既存国内基準適合装置でも可）又はソナ

ー等の検知装置を備えなければならないこととします。 

 

 

こどもは身長が低いことから、特に車両の直前やその近辺ではドライバーから見えづらく見

落とされるリスクが高まります。このような見落としによる事故を防止するための国際的な安

全基準が、我が国の主導のもと成立しましたので、この国際基準を国内に導入することとしま

した。 

運転者席から直接視によりポールが確認で

きない範囲について、 

・鏡またはカメラモニタによる視認装置 

・ソナー等による検知システム 

いずれか又はそれらの組み合わせにより確

認ができること。 



 

⑵ バスやトラックの大型車の運転視界について、運転者席から『直接』視認できる近傍の視界

の量（体積）を一定以上確保できるように、運転者席を設計しなければならないこととしま

す。 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 最小体積（m3） 

 カテゴリ１※ カテゴリ２※ カテゴリ３※ 

運転者席側体積 3.4 － － 

前方体積 1.8 1.0 1.0 

助手席側体積 2.8 － － 

総体積 11.2 8.0 7.0 

※ 車両カテゴリが区分され、市街地走行が想定される 

構造の車両であるほど規制値が厳しい 

＜規定値＞ 

 
 

 

２．公布・施行 

公 布 ： 令和５年（2023年）６月５日 

施 行 ： 令和５年（2023年）６月５日（一部例外あり。詳細は別紙参照） 
 

 問い合わせ先 
自動車局 車両基準・国際課：山村、藤澤 
電話 03-5253-8111（内線 42532）、03-5253-8602（直通）、FAX 03-5253-1639 

 審査・リコール課：福薗、高嶋 
 電話 03-5253-8111（内線 42313）、03-5253-8596（直通）、FAX 03-5253-1640 

（高さ範囲） 

（上面範囲） 

＜評価体積例＞ 

＜評価範囲＞ 



 

 

 

道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令及び 

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示について 
 

１．改正の背景 

我が国は、自動車の安全基準等について、国際的な整合性を図りながらその安全性等を確保するため、

国際連合の「車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る調和された技

術上の国際連合規則の諸採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づいて行われる認定の相互承認のた

めの条件に関する協定」に平成 10年に加入し、当該協定に基づく規則（以下「協定規則」という。）につ

いて採用を進めているところである。 

今般、国連自動車基準調和世界フォーラム（WP29）第 188 回会合において、「直前直左右確認装置※に

係る協定規則（第 166 号）」及び「大型車の直接視界に係る協定規則（第 167 号）」が新たに採択されたほ

か、「国際的な車両認証制度に関する手続き等を定めた協定規則（第０号）」、「車両火災の防止に係る協定

規則（第 34 号）」、「歩行者保護に係る協定規則（第 127 号）」等の改訂が採択された。 

※自動車の発進時に歩行者等と接触する事故を防止するために、車両に近接する前方及び側方を確認する装置 

これを受け、道路運送車両の保安基準（昭和 26年運輸省令第 67号）、装置型式指定規則（平成 10 年運

輸省令第 66 号）、共通構造部型式指定規則（平成 28 年国土交通省令第 15 号）、道路運送車両法関係手数

料規則（平成 28 年国土交通省令第 17 号）、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示（平成 14 年国土

交通省告示第 619 号）等について、所要の改正を行うこととする。 
 

２．改正の概要 

⑴ 道路運送車両の保安基準及び道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部改正 

道路運送車両法（昭和 26 年法律第 185 号。以下「法」という。）第３章の規定に基づく保安基準につ

いて、以下の改正を行うほか、所要の改正を行う。 

① 専ら乗用の用に供する乗車定員 10 人未満の自動車及び貨物の運送の用に供する車両総重量 3.5 ト

ン以下の自動車（二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽

引自動車を除く。）は、運転者席から死角となる車両の直前及び側面に近接する歩行者や障害物を

確認できるように、協定規則第 166 号に適合する視認装置又は検知装置を備えなければならないこ

ととする（所定の障害物を直接視認により確認できる場合を除く）。 

② 専ら乗用の用に供する乗車定員 10 人以上の自動車及び貨物の運送の用に供する車両総重量が 3.5

トンを超える自動車（二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽

自動車並びに被牽引自動車を除く。）は、運転者席から直接視認できる近傍の視界の量（体積）を

一定以上確保できるように、協定規則第 167 号に適合する運転者席を備えなければならないことと

する。 

⑵ 装置型式指定規則の一部改正 

以下の改正を行うほか、所要の改正を行う。 

① 法第 75 条の３第１項の規定により型式指定の対象となる特定装置の種類に、直前直左右確認装置、

大型車の運転者席等を追加する。 

② 法第 75 条の３第８項の規定により型式指定を受けたものとみなす特定装置に、協定規則第 166 号

に基づき認定された直前直左右確認装置、協定規則第 167 号に基づき認定された大型車の運転者席

等を追加する。 

 

別紙 



 

③ 協定規則の改訂に伴い、国内に受け入れる協定規則の番号を以下のとおり改める。 

第 34号第３改訂版 ⇒ 第 34 号第４改訂版 

第 127 号第３改訂版 ⇒ 第 127 号第４改訂版 

⑶ 共通構造部型式指定規則の一部改正 

協定規則第０号の改訂に伴い、国内に受け入れる協定規則の番号に第０号第５改訂版を加えるほか、

所要の改正を行う。 

⑷ 道路運送車両法関係手数料規則の一部改正 

直前直左右確認装置、大型車の運転者席等の型式について指定を申請する者が、保安基準適合性につ

いての審査を受けるに際して独立行政法人自動車技術総合機構に納付すべき手数料の額を、実費を勘案

して定めるほか、所要の改正を行う。 

⑸ 道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定め

る告示（平成 15 年国土交通省告示第 1318 号）の一部改正 

以下の改正を行うほか、所要の改正を行う。 

① ⑴①の新基準について、当分の間、既存の国内基準に適合する視認装置を備えていればよいことと

する。 

② ⑴②の新基準について、令和８年１月から適用開始とする。 

【適用時期】 

新 型 車：令和８年１月１日 

継続生産車：令和 11 年１月１日 

 

⑹ その他の関係告示の一部改正 

上記のほか、関係する告示の規定について所要の改正を行う。 

 

３．スケジュール 

公 布：令和５年６月５日 

施 行：以下の通り 

下記以外に係るもの 令和５年６月５日 

指定自動車等であって新たに運行の用に供しようとするもの等に

ついて、⑴①及び⑸①に係るもの 

令和５年６月８日 

⑴②及び⑸②に係るもの、並びに⑵①②及び⑷の一部に係るもの 

指定自動車等以外の自動車であって新たに運行の用に供しようと

するもの等又は使用の過程にある自動車について、⑴①及び⑸①

に係るもの 

令和５年９月１日 

 



令 和 ５ 年 ９ 月 ２ ２ 日 

自動車局車両基準・国際課 

    審査・リコール課 

 

二輪自動車の後面衝突警告表示灯等の国連基準を導入します 
～道路運送車両の保安基準等及び保安基準の細目を定める告示等の一部改正について～ 

 

自動車局では、自動車の安全・環境基準等について、社会や技術の変化を踏まえ、国際的な整

合を図りつつ、順次、拡充・強化等を進めています。 

今般、国際連合欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム（WP29）において、「二輪自動

車等の灯火器の取り付けに関する国連協定規則（第53号）」の補足改訂等が採択され、新たに二

輪自動車等においても後面衝突警告表示灯の備付けが可能となったことから、我が国において

も、改正された国連協定規則を保安基準に反映させることなどを目的として、保安基準の改正

等を行います。 
 
１．主な改正の概要 

⑴ 後面衝突警告表示灯（衝突するおそれがあることを、後続車両に知らせるために使用される

灯火）について、二輪自動車及び二輪の一般原動機付自転車への備付けを可能とし、備えた

場合の要件を規定する。 

 【要件概要】 

Vr(km／ｈ) 作動条件 

Vr＞30km／ｈ TTC≦1.4 

Vr≦30km／ｈ TTC≦1.4×Vr／30 

Vr(相対速度)：後面衝突警告表示灯を装着した車両と、同一レーン上の後続車両との速度の差 

TTC(衝突までの時間(s))：相対速度が一定であると仮定した際の後面衝突警告表示灯を装着した車両と後

続車両が衝突するまでの予想時間 

 

【作動のイメージ図】 

 
 

 

⑵ バックカメラシステムについて、認証の選択肢を拡げ、検査における手続きを簡素化し、安

全なバックカメラシステムの普及をより一層図るため、国連協定規則（第 158 号）と調和さ

後続車に衝突の危険を知らせる機能として、これまで四輪自動車に導入されている

「後面衝突警告表示灯」について、我が国も参加する国連WP29での議論を経て、新たに

二輪自動車等においても備付けを可能とする国連基準の改正が成立したところ、当該

基準を国内の保安基準に導入するための所要の法令等の整備を行います。 



せつつカメラ及びモニターの取付範囲の指定等を規定し、装置単位での認証を可能とする。 

併せて、車両後面に設置するカメラ等について、安全上支障が無く車体から突出するものに

ついては車両寸法に含めないこととする。（別紙参照） 

 

 
 

２．公布・施行 

公 布 ： 令和５年（2023年）９月２２日 

施 行 ： 令和５年（2023年）９月２４日（１．⑵の装置認証については公布の日） 
 

 問い合わせ先 
自動車局 車両基準・国際課：山村、佐藤 
電話 03-5253-8111（内線 42532）、03-5253-8602（直通） 

 審査・リコール課：福薗、高嶋 
電話 03-5253-8111（内線 42313）、03-5253-8596（直通） 

【車両に装着されるカメラ】 

カメラ 

後端からの突出を 
寸法測定から除外 

車両の長さ 

【車両後面で突出するカメラの場合】 



 

 

 

 
道路運送車両の保安基準及び装置型式指定規則の一部を改正する省令及び 

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示について 
 

１．改正の背景 

我が国は、自動車の安全基準等について国際的な整合性を図り自動車の安全性等を確保するため、

国際連合の「車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る調和さ

れた技術上の国際連合規則の諸採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づいて行われる認定の相

互承認のための条件に関する協定」に平成 10年に加入し、現在、当該協定に基づく規則（以下「協

定規則」という。）について段階的に採用を進めているところである。 

今般、国際連合欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム（WP29）第 189 回会合において、

「二輪自動車等の灯火器の取り付けに関する協定規則（第 53号）」等の補足改訂等が採択された。 

また、後退時車両直後確認装置について、当該装置の一つの後方視界看視装置（車両後方を撮影

するカメラ及び当該カメラが撮影した映像を映すモニターからなる装置。いわゆるバックカメラシ

ステム。以下同じ。）の選択肢を拡げるため、これまでの車両単位での認証から装置単位での認証（装

置型式指定）を可能とする措置等の必要が生じている。 

これらを踏まえ、道路運送車両の保安基準（昭和 26年運輸省令第 67号）、装置型式指定規則（平

成 10 年運輸省令第 66 号）、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示（平成 14 年国土交通省告

示第 619号）、道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項

を定める告示（平成 15年国土交通省告示第 1318号）等について、所要の改正を行うこととする。 

 

２．改正の概要 

⑴ 道路運送車両の保安基準及び道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部改正 

道路運送車両法（昭和 26 年法律第 185 号。以下「法」という。）第３章の規定に基づく保安基

準について、以下の改正を行うほか、所要の改正を行う。 

① 後面衝突警告表示灯について、二輪自動車及び二輪の一般原動機付自転車への備付けを可能

とし、備えた場合の要件を規定する。 

【要件概要】（本紙参照）、【適用日】令和５年９月 24日 

② タイヤについて、新たに導入された摩耗状態のウェットグリップの規制値並びに強化された

転がり抵抗及び新品時のウェットグリップの規制値に適合しなければならないこととする。 

【要件概要】 

   小型商用車用ノーマルタイヤ(主に非駆動軸へ装着するために設計されたタイヤ)の場合 

  現行規制値 新規制値 

摩耗状態のウェットグリップ指数* 規制なし ≧0.82 

ウェットグリップ指数*  ≧0.95 ≧1.1 

転がり抵抗係数** ≦9.0 ≦8.5 

* ウェットグリップ指数：試験用規格タイヤ比のウェットグリップ性能 

** 転がり抵抗係数：転がり抵抗値（N）／試験荷重（kN） 

 

別紙 



 

 

 

試験法例： ウェットグリップのトレーラー法 

                                         

 

 

 

 

 

 

【適用日】 

・乗用車用等のタイヤ 

 新 型 車：令和８年７月７日 

 継続生産車：令和９年７月７日 

・商用車用等のタイヤ 

 新 型 車：令和 10年９月１日 

 継続生産車：令和 11年９月１日 

③ 後方視界看視装置（バックカメラシステム）について、装置単位での認証を可能とする技術

基準を設ける。 

【要件概要】 

 右図（協定規則第 158 号と調和）の車両直後の範囲が確認

可能であること 

 当該要件等を満たすカメラ及び一定の視界要件を満たすモ

ニターの車両への設置範囲を指定すること 

 当該設置範囲内で車両に取り付けられていること 

【適用日】 

令和５年９月 22日 

④ 車両後面に設置するカメラ等について、安全上支障が無く車体から突出するものについては

車両寸法に含めないこととする。 

【要件概要】 

 取り外した状態で寸法を計測する装置の対象について、車両後面に設置するカメラ等を

含め「周辺監視装置」として追加 

 安全上支障が無いよう、高さ 2m 以下に取り付けた場合には装置外部表面に曲率半径

2.5mm未満の突起を有さないこと 

【適用日】 

令和５年 10月１日 

⑵ 装置型式指定規則の一部改正 

以下の改正を行うほか、所要の改正を行う。 

① 法第 75条の３第１項の規定により型式指定の対象となる特定装置の種類に、後退時車両直後

確認装置の後方視界看視装置を追加する。 

② 協定規則の改訂に伴い、国内に受け入れる協定規則の番号を改める。 

専用のタイヤ試験車に試験タイヤを装着し、制動力を加

えた際の最大制動力係数μ（＝摩擦特性）を測定。 

対象物 



 

 

 

⑶ 道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項

を定める告示の一部改正 

転がり抵抗及び新品時のウェットグリップの規制値が強化された改正に伴う、商用車用タイヤ

の過渡規定を設けるほか、所要の改正を行う。 

⑷ その他の関係告示の一部改正 

上記のほか、関係する告示の規定について所要の改正を行う。 

 

３．スケジュール 

公 布：令和５年９月 22日 

施 行：令和５年９月 24日（２．⑴③及び⑵①は公布の日） 



 
令和５年９月２９日 

                            自 動 車 局 整 備 課 

冬用タイヤ交換時には確実な作業の実施をお願いします！ 

大型車の車輪脱落事故の発生件数は、近年増加傾向にあり、国土交通省においては、令和４

年２月に設置した「大型車の車輪脱落事故防止対策に係る調査・分析検討会」において、大型

車の車輪脱落事故事例について調査、分析を行い、同１２月に中間とりまとめを策定したとこ

ろです。 

本中間とりまとめにおいては、タイヤ脱着作業時のワッシャー付きホイール・ナットの点検、

清掃や各部位への潤滑剤の塗布、ホイール・ナットが円滑に回るかの確認が不十分である等、

適切なタイヤ脱着作業やタイヤ脱着作業後の増し締めが実施されていない等が、事故の主な原

因として報告されています。 

こうした状況を踏まえ、10 月から来年２月にかけて、「大型車の車輪脱落事故防止キャンペ

ーン」を実施します。 

【主な取組】 

 大型車の使用者、運転者及び整備作業者等に対

して、適切なタイヤ脱着作業や保守管理の重要

性について周知・啓発を図る。 

 例年車輪脱落事故は冬用タイヤへの交換など車

輪脱着作業から１～２ヶ月後が大半を占めてお

り、積雪予報が発せられた直後に交換作業が集

中したことにより、不適切な脱着作業が行われ

ていたこともあることから、通常の降雪時期を

待たず早期に冬用タイヤに交換するなど、余裕

を持って正しい脱着作業を行えるべく、冬用タ

イヤ交換作業の平準化を推進する。 

 

また、更なる車輪脱落事故防止対策として、１０月１日より、自動車運送事業者及び整備管理

者に対する行政処分を導入することとします。 

➤ 車輪脱落事故を惹起した自動車運送事業者に対する車両の使用停止（初違反 ２０日車、再

違反 ４０日車） 

➤ 一定期間に複数回の車輪脱落事故を惹起した自動車運送事業者等に対し整備管理者の解任命

令 

 

 

 

＜添付資料＞ 

別紙１：大型車の車輪脱落事故防止のための啓発ポスター及びチラシ 

別紙２：令和4年度大型車の車輪脱落事故発生状況 

大型車の冬用タイヤへの交換時期に車輪の脱落事故が急増する傾向を踏ま

え、タイヤ脱着時の確実な作業の徹底を呼びかける「大型車の車輪脱落事故防

止キャンペーン」を実施します。 

<問い合わせ先> 

自動車局整備課 杉本、坂本 

代表:03-5253-8111（内線：42412） 

直通:03-5253-8599 

※大型車とは、車両総重量８トン以上のトラック又は乗車

定員３０人以上のバス 



sakamoto-s2pk
テキストボックス
別紙１







 

令和５年 12 月 19 日 

物 流 ・ 自 動 車 局 

技 術 ・ 環 境 政 策 課 

保安基準に適合した電動キックボード等を購入・使用しましょう！ 

～インターネットにおいて販売されている車両に気を付けましょう～ 

１．性能等確認制度について 

国土交通省では、特定小型原動機付自転車（特定原付）の保安基準適合性を確認する「性能等確認制

度」を令和４年12月に創設しました。保安基準への適合が確認された特定原付の型式は国土交通省ホ

ームページにおいて公表するとともに、車体に「性能等確認済」を示すシール※２が貼付されています。 

なお、10月末現在、22車種の性能等確認がなされております。      ※２ シールの様式 

２．市場調査（サーベイランス）について 

インターネットを中心に流通する特定原付の保安基準適合性の市場調査において、流通している81

車種のうち、特に保安基準に適合しないおそれがある10車種（10台）に対し調査を実施した結果、６台

の不適合が確認されました。 

これら６車種のうち、３車種は既に保安基準適合に向けて自主的に対応しており、残りの３車種に

ついては、当該車両の製造・販売事業者に対して以下の指導をしております。 

 車両を改良し、性能等確認を受けること 

 既に販売した車両について、不適合箇所を改修する措置を講じること 

 「特定小型原動機付自転車の安全な利用を促進するための関係事業者ガイドライン」を遵守す

ること 

 さらにオンラインマーケットプレイスでは保安基準不適合車両を削除済みであり、また、警察庁、消

費者庁及び経済産業省に対して情報提供を行っております。 

 国土交通省では、引き続き、調査未実施となっている49車種についても性能等確認や市場調査を行

ってまいります。 

３．特定原付を購入・使用される皆様へ 

インターネットで特定原付を購入する際は、保安基準不適合品にご注意ください。商品説明欄に「公

道走行不可」等の記載がなされているものがありますので、よくお確かめください。不適合品の販売情

報については、情報提供窓口に通報ください。 

保安基準適合性が確認された特定原付の車種一覧、市場サーベイランスに関する詳細及び不適合品

の情報提供窓口は、以下のページをご覧ください。 

■特定小型原動機付自転車について：https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000058.html 

国土交通省では、安全な特定小型原動機付自転車（電動キックボード※１等）の普及を図るため、

保安基準適合性を確認する制度を令和４年12月に創設し、加えて、今般、インターネットにおいて

販売されている車両を中心に保安基準適合性の調査を実施したところ、保安基準に適合しない車両

が複数確認されました。 

インターネットで購入し、公道で使用する際は、保安基準に適合したものを選んでいただきます

ようお願いいたします。 

＜問い合わせ先＞ 

物流・自動車局 技術・環境政策課 久手、島 

電話 03-5253-8111（内線 42254）、03-5253-8590（直通） 

※１ 電動キックボードには特定小型原動機付自転車のほか、一般原動機付自転車に該当するものがあります。 



市場サーベイランス調査対象10車種

注）不適合が確認された６車種については、試験車両における主な不適合箇所を記載。

・前方の左右方向指示器の最内縁の間隔が
基準値 （24cm以上）を下回る。

・後輪ブレーキの制動距離が基準値（11.5m）
を超過している。

・前方の方向指示器が前方30mから視認
できない。
・前方の方向指示器が、昼間、指示する
方向の100m先から点灯を確認できない。

・駐車制動装置が装備されていない。

・ミラーを含めると幅が60cmを超え、特定小型原付に
該当せず、一般原付となる。

・方向指示器の左右の間隔が基準値
（前方は最内縁が24cm以上、後方は照明部の中心
間隔が15cm以上）を下回る。

・前照灯の取付け位置が基準値（照明部の下縁が
地上50cm以上、上縁の高さが地上130cm以下）
を下回る。

オールジャパン企画（Yoi-S1）

Smacircle（S1M）

MOBI-BIKE（EXCEED TKG Ver）

・車体の安定性不良。

参考資料１



LUUP
（KK-254BJ-WT-4）※3

BIRD（BirdTwo）①※2 BIRD（BirdTwo）②※2

FUGU（MF-EKRA01S-BK）※1

RICH BIT（ES1-Pro） COSWHEEL（MIRAI T-Lite）

・灯火器類（最高速度表示灯、方向指示器、制動灯）が
装備されていない。

※１ 一般原動機付自転車として販売していたが、改正道路交通法
施行後（令和５年7月以降）、特定小型原動機付自転車に該当

・制動灯（尾灯兼用）の明るさ
が基準値（尾灯の5倍）を
下回る。

・方向指示器の点滅回数が
基準値（60~120回/分）以内
でない。

※2 灯火器（方向指示器）が異なる別車種。

○以下は調査の結果、保安基準に適合していたもの

LUUP
（KK-254BJ-WT ）※3

※3 スタンド等が異なる別車種。



国土交通省で確認できた
電動キックボード等

８１車種

○電動キックボード等の市場調査 フローチャート

性能等確認済

２２車種
※令和５年１０月末現在

市場調査（サーベイランス）対象

５９車種

現車確認試験を実施したもの

１０車種（１０台）

保安基準不適合が確認されたもの

６車種（６台）

【基準不適合の内容】
①灯火器類の光量不足等：４台
②走行安定性不良：１台
③制動力不足：１台
※赤字は重大と考えられる不適合

不具合情報ホットラインなどの情報提供
をもとに、特に保安基準不適合のおそれが
ある１０車種を選定。（残り４９車種につ
いても年度内に確認予定）

【基準不適合となった６車種について】
◆３車種は既に自主的に対応 ※全て不適合内容①
１車種：車両を改良し、市場措置実施済。
２車種：車両を改良し、性能等確認申請済。

市場措置検討中。

◆残りの３車種への対応
※不適合内容①②③各１車種

・車両の改良等を指導。
・オンラインマーケットプレイスへ削除を依頼し、
削除済み。

・さらに関係省庁に情報共有し、取締り、
措置命令等に活用。

◆国土交通省の取組に関するプレス発表

◆基準不適合６車種について
・基準不適合情報をホームページへ掲載

参考資料２



 
令和５年 12 月 26 日 

                            物流・自動車局  
自 動 車 整 備 課  

車に関わる全ての皆様へお願いです 

近年、大型車のタイヤ脱落事故は増加傾向にあり、これまで国土交通省においてはタイヤ脱落事

故防止に関する取組みを進めてまいりました。しかし、令和５年度の事故件数は 11 月末時点でほ

ぼ昨年度と同じ件数となっており、冬季を迎え、大型車に限らず自家用車のタイヤ脱落による重大

事故も発生しています。 

そのような状況を踏まえ、国土交通省では、国民の皆様へタイヤ脱落事故の危険性を認識してい

ただきたいため、再度啓発いたします。 

事故後に後悔しないためにも、適切な脱着作業や増し締めを実施してください。 

タイヤ脱着後や運転前にもう一度、タイヤの確認作業をしてみませんか？  

 

【大型車のタイヤ脱落事故の状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

重大事故は、あなたの“タイヤ脱着作業後・運転前のチェック”で防げる可能性があります！  

【添付資料】 

タイヤ脱落事故防止啓発チラシ 
 

【大型車タイヤ脱着作業のポイント】 

  https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha/tenkenseibi/tenken/t2/t2-1/#4point 

国土交通省から車に関わる全ての皆様へお願いです。 

周りの、そして自分の人生を一変させてしまう前に、もう一度、ご自身の車のタ

イヤ点検をしてみませんか？ 

<問い合わせ先> 

物流・自動車局 自動車整備課 杉本、森山、坂本、本田 

代表:03-5253-8111（内線：42412,42413） 直通:03-5253-8599 

出典：令和４年度「大型車の車輪脱落事故防止対策 

に係る調査・分析検討会資料」 

事故の63％ 
「冬用タイヤ等交換後」に

発生！ 

※令和５年度については速報値 

大型車の車輪脱落事故発生件数 タイヤ脱着作業内容別発生件数 



事故後に後悔しても過去には戻れません。

国土交通省から車に関わる全ての皆様へお願いです。

タイヤ脱落事故は非常に危険です。周りの、そして自分の人生を一変させてしまう
その前に、皆様の車のタイヤ、もう一度みてみませんか？

なんでやらなかったんだ！

「あのときしっかり見ていれば・・・」

「まさか私が加害者に・・・」

画像出典：MLIT Channel



令 和 ６ 年 １ 月 ５ 日 
物流・自動車局車両基準・国際課 
物流・自動車局審 査 ・ リコール課 

自動車からの排出ガスをさらにクリーンにします！ 
～道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部改正について～ 

 

１．主な改正の概要 （詳細は別紙参照） 
⑴ ディーゼル乗用車等（軽油を燃料とする乗車定員９人以下の乗用車及び車両総重量 3.5 ト

ン以下の自動車）の型式認証における路上排出ガス試験法として、国連自動車基準調和世
界フォーラム（WP.29）で成立した「路上走行時の軽・中量車排出ガスに係る協定規則（規
則第 168 号）」を導入します。これに伴い、路上排出ガス試験における窒素酸化物（NOx）
の規制値を、試験室内での台上排出ガス試験の規制値の 1.1 倍以内とする強化（従前は
2.0 倍以内）を行います。 

⑵ ガソリン・LPG特殊自動車（ガソリン又は液化石油ガス（LPG）を燃料とする特殊自動車であ
って定格出力が 19kW 以上 560kW 未満である原動機を備えるもの）の排出ガス規制値を
強化するとともに、ブローバイ・ガス還元装置（原動機の燃焼室からクランクケースに漏れるガス
を還元させる装置をいう。）の備え付けを義務付けます。 

⑶ 運行記録計について、装置のデジタル化等を踏まえ、多様な運行記録の方法を認めるため、速
度の情報の取得方法や記録方法などの技術基準を見直します。 

⑷ チャイルドシートについて、難燃性要件や幼児の接触できる箇所の材料の安全性要件等を改
正します。 

２．公布・施行 
公 布 ： 令和６年（2024年）１月５日 
施 行 ： 公布の日（１．⑴については３月26日） 

 
 
 

ディーゼル乗用車等の排出ガスは、実際に道路を走行する際の排出量を計測して規制（以下
「路上排出ガス試験」という。）していますが、今般、国土交通省では、この規制値を大幅に強化
するなど、自動車からの排出ガスをさらにクリーン化することに取り組みます。 

併せて、物流事業者による多様な車両運行データの取得・活用を通じて、物流ネットワークの
「見える化」を促進し、物流の効率化等をさらに進めるため、運行記録計の技術基準を見直しま
す。 

問い合わせ先 
物流・自動車局 車両基準・国際課：山田、志村（1.(1)(2)関係） 

山村、藤澤（1.(3)(4)関係） 
電話 03-5253-8111（内線 42525）、03-5253-8602（直通） 

物流・自動車局 審 査 ・ リコール課：福薗、高嶋 
電話 03-5253-8111（内線 42313）、03-5253-8596（直通） 



 

【別紙】 

 

装置型式指定規則等の一部を改正する省令案及び道路運送車両の保安基準の細

目を定める告示等の一部を改正する告示案について 
 

１．改正の背景 

我が国は、自動車の安全・環境基準について国際的な整合性を図り自動車の安全性・環境性を確保

するため、国際連合の「車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係

る調和された技術上の国際連合規則の諸採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づいて行われる

認定の相互承認のための条件に関する協定」に平成 10 年に加入し、現在、当該協定に基づく規則（以

下「協定規則」という。）について段階的に採用を進めているところです。 

今般、国連自動車基準調和世界フォーラム（WP.29）第 190 回会合において、「路上走行時の軽・中

量車排出ガスに係る協定規則（第 168 号）」が新たに採択されたほか、「大型車の制動装置に係る協定

規則（第 13号）」及び「二輪自動車等の制動装置に係る協定規則（第 78号）」等の改訂が採択されま

した。併せて、「軽・中量車の世界統一排出ガス測定法に係る協定規則（第 154 号）」については、電

気自動車等の普及に伴い、同規則に基づく自動車の電費性能等に関する認定の活用機会が増えてきた

ことから、相互承認の対象となる装置を整理することが必要となりました。 

また、令和２年８月の中央環境審議会「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について」（第 14

次答申）において、ガソリン又は LPG を燃料とする特殊自動車であって定格出力が 19kW 以上 560kW 未

満である原動機を備えるもの（以下「ガソリン・LPG 特殊自動車」という。）について、排出ガス規制

値を強化するとともに、排出ガス試験サイクルに過渡サイクル等を導入すること及びブローバイ・ガ

スの大気開放を禁止することが適当であるとされ、令和６年末までに措置することとされています。 

さらに、車載装置等のデジタル化の状況を踏まえ、運行記録計について、走行速度や走行距離とい

った情報の取得に用いることができる信号の種類の拡大とともに、車載装置にシステムとして取り込

まれており独立した筐体を持たないものを想定した技術基準とすることを検討してきました。 

これらを踏まえ、装置型式指定規則（平成 10年運輸省令第 66 号）、共通構造部型式指定規則（平成

28 年国土交通省令第 15号）、道路運送車両法関係手数料規則（平成 28年国土交通省令第 17 号）及び

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示（平成 14 年国土交通省告示第 619 号）等について、所

要の改正を行います。 

 

２．改正の概要 

⑴ 装置型式指定規則の一部改正 

以下の改正を行うほか、所要の改正を行います。 

① 道路運送車両法（昭和 26 年法律第 185 号。以下「法」という。）第 75 条の３第１項の規定によ

り型式指定の対象となる特定装置の種類に、自動車の電費性能等に関するもの（「自動車駆動用

電力消費装置」等）を追加します。 

② 法第 75条の３第１項の規定により型式指定の対象となる特定装置の種類に、協定規則第 168号

に基づく認定に対応するものとして「ディフィートストラテジー防止装置（路上走行時に排出

ガス等の発散防止装置の機能が低下することを防止する装置をいう。以下同じ。）」を追加しま

す。 



 

③ 法第 75 条の３第８項の規定により型式指定を受けたものとみなす特定装置に、協定規則第 154

号に基づき認定された「自動車駆動用電力消費装置」等を追加します。 

④ 法第 75 条の３第８項の規定により型式指定を受けたものとみなす特定装置に、協定規則第 168

号に基づき認定された「ディフィートストラテジー防止装置」を追加します。 

⑤ 協定規則の改訂に伴い、国内に受け入れる協定規則の番号を以下のとおり改めます。 

 

 

 

⑥ 法第 75 条の４第１項の規定に基づく特別な表示を定める様式に、型式指定を受けた「ディフ

ィートストラテジー防止装置」に付すことができる特別な表示を追加します。 

⑵ 共通構造部型式指定規則の一部改正 

法第 75 条の２第７項の規定により型式指定を受けたものとみなす特定共通構造部を構成する特

定装置に、２．⑴①の改正内容を追加するほか、所要の改正を行います。 

⑶ 道路運送車両法関係手数料規則の一部改正 

法第 102 条第４項及び道路運送車両法関係手数料令（昭和 26 年政令第 255 号）第３条第２項の

規定に基づき、二輪自動車等の制動装置の型式について指定を申請する者が、保安基準適合性につ

いての審査を受けるに際して独立行政法人自動車技術総合機構に納付すべき手数料の額を、実費を

勘案して改めるほか、所要の改正を行います。 

⑷ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部改正 

以下の改正を行うほか、所要の改正を行います。 

① ディーゼル乗用車等（軽油を燃料とする乗車定員９人以下の乗用車及び車両総重量 3.5ｔ以下

の自動車）の型式認証における路上排出ガス（RDE*1）試験法として、協定規則第 168 号を導入

します。これに伴い、路上排出ガス試験により排出される窒素酸化物（NOx）の規制値を、台上

排出ガス試験の規制値とほぼ同等（台上排出ガス試験の規制値の 1.1 倍*1）まで大幅に強化し

ます。 

*1車載型排出ガス測定装置（PEMS）の計測誤差分（10%）を考慮した値。 

従前は台上排出ガス試験の規制値の 2 倍まで許容。 

【適用日】 

新 型 車：令和 10年 10 月 1 日  継続生産車：令和 12年 10 月 1日 

② ガソリン・LPG 特殊自動車の排出ガス試験サイクルとして、過渡試験サイクル（LSI-NRTC：Large 

Spark Ignition engines Non-Road Transient Cycle）及び定常試験サイクル（7M-RMC：7 Mode 

Ramped Modal Cycle）を追加するとともに、排出ガス規制値を下表のとおり強化します。 

自動車の種別 試験サイクル 

排出ガス規制値（平均値（上限値））[g/kWh] 

一酸化炭素 

（CO） 

炭化水素 

（HC） 

窒素酸化物 

（NOx） 

ガソリン・LPG 

特殊自動車 

LSI-NRTC 15.0 

(20.0) 

0.60 

(0.80) 

0.30 

(0.40) 7M-RMC*2 
*2 従前の７モード法も選択可能 

【適用日】 

新 型 車：令和６年 10 月１日  継続生産車：令和９年 10 月１日 

第 13 号第 12 改訂版 ⇒ 第 13 号第 13 改訂版 

第 78 号第５改訂版 ⇒ 第 78 号第６改訂版 



 

③ ガソリン・LPG 特殊自動車について、ブローバイ・ガス還元装置（原動機の燃焼室からクラン

クケースに漏れるガスを還元させる装置をいう。）の備え付けを義務付けます。 

【適用日】 

新 型 車：令和６年 10月 1 日  継続生産車：令和９年 10 月 1日 

 

④ 運行記録計について、デジタル式運行記録計が走行速度や走行距離といった情報を取得する際

に、車速パルス以外の信号を用いる場合の要件を規定するとともに、車載装置にシステムとし

て取り込まれている運行記録計も想定した新たな技術基準を設けます。 

 
 

従前 改正後 備考 

速度データの

取得方法 
車速パルス FMS コネクタ*3等も可 

車両側が持つデジタルデータ

を活用し記録 

機器の筐体 筐体を前提 
ECU*4等に組み込まれ

たものも想定 

 

車内記録 

（１年分） 
必須 

クラウドが 

あれば不要 

通信不成立に備え 24 時間分

の車内記録は必要 

データ出力 

端子 
必須 

Wi-Fi 等が 

あれば不要 

 

*3 車両運行管理に用いるデータの標準仕様に基づく出力端子 (FMS: Fleet Management System) 

*4 Electronic Control Unit 電子回路を用いて制御する装置 

 

【適用日】 

令和６年１月５日 

 

⑤ 年少者用補助乗車装置（いわゆるチャイルドシート）について、引火性（火炎伝播速度）を一

定値以下とする難燃性要件を更新及び幼児の接触できる箇所に使用する材料の毒性要件を更新

するとともに、衝突時の評価に使用するダミーに適した評価値へ変更します。 

【適用日】 

令和６年１月５日 

 

⑸ その他の関係告示の一部改正 

上記のほか、関係する告示の規定について所要の改正を行います。 

 

３．スケジュール 

公 布：令和６年１月５日 

施 行：公布の日 

ただし、ディフィートストラテジー防止装置に係る部分【２．⑴②、④及び⑥、⑷①並びに

⑸の一部】は令和６年３月 26 日施行とします。 



令 和 ６ 年 ３ 月 １ ９ 日 
物流・自動車局車両基準・国際課 

幼児用バスにもシートベルトの装備が進みます！ 
～幼児に適したシートベルトのガイドラインをとりまとめました～ 

 

１．概要 
⑴ 幼児用バスについては、2013 年（平成 25 年）3 月に「幼児専用車の車両安全性

向上のためのガイドライン」をとりまとめ、座席後面への緩衝材の追加及び座席高

さの変更が促進されてきました。この 2013 年のガイドラインにおいて、シート

ベルトについては、「幼児用座席に適した座席ベルトを開発し、適切な幼児用座席

ベルトの装備を望む使用者が、新車購入時に選択できるようになることを目指す」

こととされていました。 

⑵ 昨日開催されました車両安全対策検討会（座長：稲垣敏之 筑波大学学長特別補

佐・特命教授）において、これまで議論されてきた「幼児専用車の幼児用座席に適

した座席ベルトに関するガイドライン」がまとめられました。 

⑶ 今後、国土交通省では同ガイドラインに基づき、自動車メーカー及び自動車部品メ

ーカーに、幼児専用車の幼児用座席に適したシートベルトをできるだけ速やかに

（2026 年度（令和 8 年度）中を目途に）市場投入するよう要請することとして

います。 

⑷ これらを通じて、今後、幼児用バスにもシートベルトの装備が進み、更なる安全性

向上が期待されます。 
 

２．ガイドライン  
（主な要件）※別紙１参照 

・扱いやすい 2 点式の巻取り装置付 

・一般的なシートベルトより小さいサイズと操作力 

・取付部の強度は一般的なシートベルトと同様 

・シートバックの対策も合わせて運用 

（詳細） 

別紙２：幼児用専用車の幼児用座席に適した座席

ベルトに関するガイドライン（本文） 

 

 
 

幼児用バスのシートベルトについては、交通事故件数が比較的少ないことや、幼児のシートベル
トの脱着に時間がかかることなどから、その開発・実用化が進んでいない状況です。このため、国土
交通省では有識者会議の議論を踏まえ、幼児用座席に適したシートベルトの要件をまとめたガイド
ラインを策定しました。これにより各自動車メーカー等による幼児用のシートベルトの開発・実用化が
進められ、安全性がさらに向上することが期待されます。 

問い合わせ先 
物流・自動車局 車両基準・国際課：山村、森 
電話 03-5253-8111（内線 42525）、03-5253-8602（直通） 



＜対応（ガイドラインが示す主な要件）＞

扱いやすい2点式の巻取り装置付

一般的なシートベルトより小さいサイズと操作力

取付部の強度は一般的なシートベルトと同様
シートバックの対策も合わせて運用

これまでの取組：シートバック（座席背もたれ部）後面への緩衝材の追加、
シートバックの高さ変更

残された課題 ：幼児に適したシートベルトの開発・実用化

幼児専用車の幼児用座席に適した座席ベルトに関するガイドライン 【概要】

＜ガイドラインで示す幼児用シートベルトの例＞

＜幼児専用車＞

経緯

巻取り装置
（リトラクタ）

＜幼児に適したシートベルトの課題＞

不適切使用防止（肩ベルト・長さ調整）

幼児による操作性（自身での脱着）

衝突時/横転時の安全性確保

＜不適切使用例＞

＜シートバックの対策＞
＜幼児用シートベルトを装着する効果＞
※左：シートベルト有り 右：シートベルト無し
（90°でも乗員保持） （20°で乗員転落）

別紙1



 

令和６年３月２９日 

物 流 ・ 自 動 車 局 

車両基準・国際課 

 

能登半島地震等を踏まえた自動車の安全・環境基準の適用延期 

 

能登半島地震により車両生産に関連する企業が被災したことなどから、車両生産の遅

れが生じており、４月以降順次適用される新基準に適合させることが困難な状況となっ

ているため、特例措置として新基準の適用を延期します。 

 

１．背景 

自動車は、受注から納車まで一定期間を要することから、自動車メーカーは、生産に必

要な期間を考慮しながら、自動車を受注しています。今般、能登半島地震により自動車の

生産に関連する企業が被災したことなどから生産の遅れが生じており、４月以降順次適用

されることとなっていた新基準の適用日までに、受注済みの自動車の生産が完了しない状

況が生じていることから、特例措置として本年４月から順次適用される基準の適用日を延

期することとします。 

２．改正概要 

本年４月１日以降順次継続生産車に適用される以下等の基準について、適用日を本年 11

月 1日に延期するよう「道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整

理のための必要な事項を定める告示」の一部を改正します。 

延期基準及び当初の適用日（主なもの） 

延期基準（新基準の内容） 当初の適用日 

空気入りゴムタイヤ（表示義務等） 令和６年４月１日 

空気入りゴムタイヤの取付（規制対象拡大）  〃  ４月１日 

側方衝突警報装置（大型車等への装着義務化）  〃  ５月１日 

後退時車両直後確認装置（装着義務化）  〃  ５月１日 

側面衝突時の乗員保護（規制対象拡大）  〃  ７月５日 

後面衝突時の乗員保護（新規要件適用）  〃  ９月１日 

水素燃料電池自動車（識別表示義務化等）  〃  ９月１日 

実走行時での排ガス測定（排出量規制強化）  〃  10月１日 

３．スケジュール 

公布日 令和６年３月 29日 

施行日 公布の日 

 

 （お問い合わせ先） 

物流・自動車局 車両基準・国際課 山村 藤澤 

電話： 03-5253-8111（内線42532）、03-5253-8602（直通） 



令 和 ６ 年 ６ 月 １ 4 日 

物流・自動車局車両基準・国際課 

審 査 ・ リコール課 

 

大型車に事故時の車両情報の計測・記録装置が搭載されます！ 

～道路運送車両の保安基準等の一部改正について～ 

 

１．主な改正の概要 （詳細は別紙１参照） 

⑴ 大型車の事故時の車両情報（加速度、ステアリング操作、衝突被害軽減ブレーキの作動状

態等）を記録するために備える EDR※1 について、国連自動車基準調和世界フォーラム

（WP.29）において、その記録性能等の要件を定めた国連基準が成立しました。 

これを踏まえ、大型車（乗車定員 10 人以上の乗用車及び車両総重量 3.5ｔを超える貨物

車）を対象として、令和 8年12月以降の新型車より段階的に、EDRを備えることとします※2。 

（EDR の作動イメージ） 

 

※１EDR は事故直前の加速度などの車両の挙動や装置の状態に関するデータ等を記録す

るものであり、車両周辺や車内の映像等を記録するドライブレコーダーとは異なります。 

※２乗用車等の小型車は、既に国連基準に適合した EDR を備えることとされています。  

 

⑵ その他 WP.29 における国連基準の成立及び改正を踏まえ、以下の改正を行います。 

①バス（乗車定員 10 人以上の乗用車）にビルトイン型（座席一体型）のチャイルドシートを

備える場合には、従来のチャイルドシートと同等の乗員保護性能を確保する構造にすること等

の要件を満たさなければならないこととします。 

②ヘッドレストを備える場合には、その座席位置にかかわらず、運転席に備えるものと同等の乗員

保護性能を確保する構造にすること等の要件を満たさなければならないこととします。 

 

２．公布・施行 

公 布 ： 令和６年（2024年）6月14日 

施 行 ： 令和６年（2024年）6月15日（１．⑴及び⑵①については6月20日） 

 

大型車の事故時の車両情報を分析しより安全な車両の導入や安全装置の開発を促進するた

め、事故時のデータを記録する事故情報計測・記録装置（EDR：Event Data Recorder）を

備えることとします。 

問い合わせ先 
物流・自動車局 車両基準・国際課：山村、稲吉 
電話 03-5253-8111（内線 42525）、03-5253-8602（直通） 

物流・自動車局 審 査 ・ リコール課：柴崎、野田 
電話 03-5253-8111（内線 42313）、03-5253-8596（直通） 



 

【別紙１】 

 

道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令及び 

道路運送車両の保安基準の細目を定める 

告示等の一部を改正する告示について 
 

１．改正の背景 

我が国は、自動車の安全・環境基準について国際的な整合性を図り自動車の安全性・環境性を確保

するため、国際連合の「車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係

る調和された技術上の国際連合規則の諸採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づいて行われる

認定の相互承認のための条件に関する協定」に平成 10 年に加入し、現在、当該協定に基づく規則（以

下「協定規則」という。）について段階的に採用を進めているところです。 

今般、国際連合自動車基準調和世界フォーラム（WP29）第 191 回会合において、「大型車用事故情報

計測・記録装置に係る協定規則（第 169 号）」及び「バスの座席一体型年少者補助乗車装置に係る協定

規則（第 170 号）」が新たに採択されたほか、「シート及びシートアンカーに係る協定規則（第 17号）」

等の改訂が採択されました。 

これを踏まえ、道路運送車両の保安基準（昭和 26 年運輸省令第 67 号。以下「保安基準」という。）、

装置型式指定規則（平成 10 年運輸省令第 66号）、共通構造部型式指定規則（平成 28 年国土交通省令

第 15 号）、道路運送車両法関係手数料規則（平成 28 年国土交通省令第 17 号）及び道路運送車両の保

安基準の細目を定める告示（平成 14 年国土交通省告示第 619 号）等について、所要の改正を行いま

す。 

 

２．改正の概要 

⑴ 道路運送車両の保安基準の一部改正及び道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等

の一部改正 

以下の改正を行うほか、所要の改正を行います。 

① 事故時の車両に関する情報（加速度、ステアリング操作、衝突被害軽減ブレーキの作動状態等）

を記録するために備える事故情報計測・記録装置（EDR：Event Data Recorder）について、こ

れまでの乗用車等の小型車に加え、大型車（乗車定員 10 人以上の乗用車及び車両総重量 3.5ｔ

を超える貨物車）においても、協定規則第 169 号（大型車用事故情報計測・記録装置に係る協

定規則）の要件を満たす EDR を備えなければならないこととします。 

【主な要件】 

（別紙２参照） 

【適用日】 

新型車：令和８年 12 月１日  継続生産車：令和 11 年 12 月１日 

② バス（乗車定員 10 人以上の乗用車）にビルトイン型（座席一体型）の年少者用補助乗車装置

（チャイルドシート）を備える場合には、協定規則第 170 号（バスの座席一体型年少者用補助

乗車装置に係る協定規則）の要件を満たさなければならないこととします。 

【主な要件】 

・ラベル等により使用上の制限を表示すること 



 

・バスの座席を前提として協定規則で定められた試験条件において、従来のチャイルドシー

ト（ビルトイン型ではない取り外し可能なもの）と同等の乗員保護性能を確保すること 

【適用日】 

令和６年６月 20日 

（バスに備える座席一体型チャイルドシートの例） 

   

※国連の専門家会議における海外メーカー発表資料より 

協定規則第 170 号への適合が確認されたものではない 

③ 自動車の前向き座席に頭部後傾抑止装置（ヘッドレスト）を備える場合には、その座席位置にか

かわらず、協定規則第 17 号（シート及びシートアンカーに係る協定規則）に定める運転席等に

備える頭部後傾抑止装置と同等の要件を満たさなければならないこととします。 

【主な要件】 

（運転席等に備えるヘッドレストに同じ） 

【適用日】 

令和８年９月１日 

④ 協定規則の改訂に伴い、保安基準において引用する協定規則の番号を以下のとおり改めます。 

第 16 号第８改訂版 ⇒ 第 16 号第９改訂版 

第 17 号第 10 改訂版 ⇒ 第 17 号第 11 改訂版 

第 53 号第３改訂版 ⇒ 第 53 号第４改訂版 

第 94 号第４改訂版 ⇒ 第 94 号第５改訂版 

第 95 号第５改訂版 ⇒ 第 95 号第６改訂版 

第 129 号第３改訂版 ⇒ 第 129 号第４改訂版 

第 134 号改訂版 ⇒ 第 134 号第２改訂版 

第 137 号第２改訂版 ⇒ 第 137 号第３改訂版 

第 145 号 ⇒ 第 145 号改訂版 

第 160 号改訂版 ⇒ 第 160 号第２改訂版 

 

⑵ 装置型式指定規則の一部改正 

以下の改正を行うほか、所要の改正を行います。 

① 協定規則の改訂に伴い、装置型式指定規則において引用する協定規則の番号を上記の⑴④と同

様に改めます。 

② 法第 75 条の３第１項の規定により型式指定の対象となる特定装置の種類に、協定規則第 169 号

に基づき認定された「事故情報計測・記録装置」（大型車用のもの。以下同じ。）及び協定規則第

170 号に基づき認定された「年少者用補助乗車装置」（バス用のもの。以下同じ。）を追加しま



 

す。 

③ 法第 75 条の３第８項の規定により型式指定を受けたものとみなす特定装置に、協定規則第 169

号に基づき認定された「事故情報計測・記録装置」及び協定規則第 170 号に基づき認定された

「年少者用補助乗車装置」を追加します。 

④ 法第 75 条の４第１項の規定に基づく特別な表示を付すことができる特定装置として、協定規則

第 169 号に基づき認定された「事故情報計測・記録装置」及び協定規則第 170 号に基づき認定

された「年少者用補助乗車装置」を追加します。 

⑶ 共通構造部型式指定規則の一部改正 

協定規則第０号の改訂に伴い、共通構造部型式指定規則において引用する協定規則に第０号第６

改訂版を加えるほか、所要の改正を行います。 

⑷ 道路運送車両法関係手数料規則の一部改正 

協定規則第 169 号の新規採択に伴い、「大型車用事故情報計測・記録装置」が特定装置となったた

め、型式の指定を申請する者が、当該装置の保安基準適合性審査を受ける際に独立行政法人自動車

技術総合機構に納付すべき手数料の額を新たに規定するほか、所要の改正を行います。 

⑸ その他の関係告示の一部改正 

上記のほか、関係する省令及び告示の規定について所要の改正を行います。 

 

３．スケジュール 

公 布：令和６年６月 14 日 

施 行：令和６年６月 15 日 

ただし、２．⑴①及び②、⑵②、③及び④並びに⑸の一部は令和６年６月 20 日施行とします。 



大型車EDR(イベント・データ・レコーダー)の国連基準概要

概要・基準改正経緯

EDR(イベント・データ・レコーダー)とは、事故時に車両の制御等に関する情報（加速度、
安全装置の作動状態等）を記録する事故情報計測・記録装置。

日本が国連の専門家会議の共同議長を務めながら議論を主導。

令和５年11月に国連協定新規則として合意、令和６年６月に発効。

大型車EDR記録情報等の特徴

対象車種

バス、トラック等の大型車

別紙２

大型車EDRの作動イメージ

【作動のメカニズム】
①事故発生前より加速度等の情報を記録
②事故発生に伴う急減速や車両停止等を感知
③事故発生直前～事故発生後の決められた時間（上図矢印の
期間）の加速度等の情報をEDR内部に記録

事故発生に伴う急減速や車両停止等を作動トリガー
として、以下の内容等を正確に記録※２。

記録時間〔秒〕
（事故発生時を0秒とする）

記録情報の内容
（一部抜粋）

-20～10①加速度

-20～10②車両速度

-20～10
③アクセル・ブレーキ・ステアリン
グ操作

－1.0④シートベルト着用有無

-20～10⑤衝突被害軽減ブレーキの作動状態

-20～10⑥自動操舵機能の作動状態

記録対象期間

事故発生

【作動トリガー】
以下のいずれかの作動トリガーを感知した場合に事故時の車
両の制御等に関する情報を記録
• 急減速：一定レベル以上の急減速を検知
• 車両停止：車両が完全に停止※１
• 安全装置作動：エアバッグ、ABS（ｱﾝﾁﾛｯｸ･ﾌﾞﾚｰｷｼｽﾃﾑ）、

AEBS（衝突被害軽減ﾌﾞﾚｰｷｼｽﾃﾑ）等の作動

※１ 一定時間以上停止、エンジン停止等の条件を満たす場合に限る。

※２ 事故直前の加速度など車両の挙動や装置の状態に関するデータ等を記録するもの
であり、車両周辺や車内の映像等を記録するドライブレコーダーとは異なる。



【問合せ先】 
物流・自動車局 
自 動 車 整 備 課 本田（内線 42413） （直通） 03-5253-8599 【車検関係（全般）】 
保障制度参事官室 上地（内線 41443） （直通） 03-5253-8582 【自賠責保険関係】 

月別の車検台数

月別車検台数[万台]（2019年から2023年までの５年間における平均）
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1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

３月：約389万台

平均約281万台

１か月以内

２年
車検を受けた日

～ ～

旧車検証の有効期限

車検の受検可能期間の拡大（今次改正）

【現行】

車検証の有効期限前１か月以内に受検すると、
新車検証の有効期限を旧車検証の有効期限から
２年間とすることができる。

【改正後】

車検証の有効期限前２か月以内に受検すると、
新車検証の有効期限を旧車検証の有効期限から
２年間とすることができる。

「2か月以内」へ改正

新車検証の有効期限

※自家用乗用車の２回目以降の車検の例

ｓｄｆあｓｄｆ  

令和６年６月 25 日 
物流・自動車局 
自 動 車 整 備 課 
保障制度参事官室 

来年４月より、車検を受けられる期間が延びます 

～ 年度末を避けて余裕をもって受検をお願いします ～ 

 
１．背景 

現在、車検は、「有効期間満了日の１か月前から満了日までの間」※に受検いただいていますが、
車検需要が年度末に集中しているため、この時期は、自動車ユーザーが整備や車検の予約が取り
づらく、自動車整備士も残業・休日出勤に追われるという問題が生じています。 
※ この期間に受検すると、残存する旧車検証の有効期間を失うことなく、新車検証に更新できます（下図参照） 

 
２．道路運送車両法施行規則等の改正 

今般、道路運送車両法施行規則を改正し、「有効期間満了日の２か月前から満了日までの間」に
受検しても、残存する有効期間が失われないこととしました。また、自賠責保険の有効期間もこれに
整合させるため自動車損害賠償保障法施行規則を改正しました。（いずれも令和７年４月１日施行） 
 
３．自動車ユーザーの皆様へのお願い 

車検は年度末が大変混雑します。余裕をもった予約・受検にご協力をお願いいたします。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

年度末における車検の混雑緩和と自動車整備士の働き方の改善のため、関係省令を改正
し、車検証の有効期間満了日の「２か月前」から車検を受けられることとしました。 



令和６年６月 

物流・自動車局 
 

道路運送車両法施行規則及び自動車損害賠償保障法施行規則 

の一部を改正する省令について 
 

１．背景 
 

道路運送車両法（昭和 26年法律第 185号）第 62条に基づく自動車の継続検査に

ついては、道路運送車両法施行規則（昭和 26年運輸省令第 74号。以下「車両法施

行規則」という。）第 44 条において、残存する自動車検査証の有効期間を失うこ

となく継続検査が受検可能な期間を、自動車検査証の有効期間が満了する日の一月

前以内（離島に使用の本拠の位置を有する自動車にあっては、二月前以内）と定め

ているところである。 

他方、特定の期間、特に年度末等に継続検査関連業務が集中することで、当該期

間中における自動車整備工場等の業務に大きな負担がかかり、その結果、自動車の

使用者が継続検査を円滑に受検することに支障が生じることが懸念される状況に

ある。 

そのため、今般、特定の期間に集中する継続検査関連業務の平準化及び自動車の

使用者全体の利便性向上を図るべく、車両法施行規則及び自動車損害賠償保障法施

行規則（昭和 30年運輸省令第 66号。以下「自賠法施行規則」という。）について

所要の改正を行う必要がある。 
 
２．概要 
 
（１）継続検査の受検可能期間の拡大（車両法施行規則第 44条関係） 

継続検査を受けようとする自動車の使用者に対し、残存する自動車検査証の有効

期間を失うことなく継続検査が受検可能な期間の起算日を、自動車検査証の有効期

間が満了する日の「一月前」（離島に使用の本拠の位置を有する自動車にあっては、

「二月前」）と規定しているところ、これを全国一律に「二月前」とする。 
 
（２）自動車損害賠償保障法施行令（昭和 30年政令第 286号）第 11条第４号に規定

する「国土交通省令で定める期間」の拡大（自賠法施行規則第７条関係） 

保険会社（組合）に対し、自動車損害賠償責任保険（共済）に係る保険期間（共

済期間）の末日がその申込みの日から起算して、これから検査を受け、記録される

こととなる自動車検査証の有効期間に「一月」（離島に使用の本拠の位置を有する

自動車について継続検査を受ける場合にあっては、「二月」）を加えた期間を経過

する日より前の日までの契約の申込みについて、契約の締結義務を課していると

ころ、継続検査を受けるものにあってはこれを全国一律に「二月」とする。 
 
３．今後のスケジュール 
 
公 布：令和６年６月 25日 

施 行：令和７年４月１日 



令和５年度 指定整備事業者の処分状況一覧表 
（令和６年３月末現在） 

 

支 局 

 

処分年月 

 

処 分 内 容 

 

違 反 の 概 要 

 

宮城 
  １ 

 

 

 

 

 

令和５年７月 

 

 

 

 

 

 

指定自動車整備事業の指
定の取消 

 

 

 

 

 

【指定整備事業関係】 
・法令の規定を遵守する体制でない。 
・故意により検査の一部を実施せず適合証を交付した。（６５台） 
・指定整備記録簿の虚偽記載。 
 【自動車検査員関係】 
・検査員が検査の一部を実施していないにもかかわらず適合証に証明した。 

 

宮城 
 ２ 

 

 

 

 

令和５年８月 

 

 

 

 

 

保安基準適合証の交付停
止 

２５日間 
 
検査員の解任       1名 

 

 

【指定整備事業関係】 
・法令の規定を遵守する体制でない。 
・故意により検査の一部を実施せず適合証を交付した。（1台） 
・指定整備記録簿の虚偽記載。 
【自動車検査員関係】 
・検査員が検査の一部を実施していないにもかかわらず適合証に証明した。 

 

岩手 
 ３ 

 

 

 

令和６年２月 

 

 

 

 

 

保安基準適合証の交付停
止 

７０日間 
 
検査員警告       1名 

 

【指定自動車整備事業関係】 
・法令の規定を遵守する体制でない。 
・故意以外により検査の一部を実施せず適合証を交付した。（９４９台）※係数２７ 
【自動車検査員関係】 
・検査員が検査の一部を実施していないにもかかわらず適合証に証明した。 

 



 

宮城 
 ４ 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年２月 

 

 

 

 

 

 

 

 

保安基準適合証の交付停
止 

１５５日間 
 
検査員警告        1名 

 

 

 

 

 

 

【指定自動車整備事業関係】 
・法令の規定を遵守する体制でない。 
・不正改造状態での車検手続き。（１台） 
・故意以外により保安基準不適合状態で適合証を交付した。（２台） 
・点検整備の一部を実施せず適合証を交付した。（1台） 
・故意以外により検査の一部を実施せず適合証を交付した。（２台） 
・指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 
・指定整備記録簿を 2年間保存していない。 
【自動車検査員関係】 
・検査員が検査の一部を実施していないにもかかわらず適合証に証明した。 
・検査員が不正改造状態であるにもかかわらず適合証に証明した。 
・検査員が保安基準不適合状態であるにもかかわらず適合証に証明した。 

 

 

福島 
 ５ 

 

 

 

 

 

令和６年 2月 

 

 

 

 

 

保安基準適合証の交付停
止 

１１０日間 
 
自動車特定整備事業の停
止 

15日間 

 

 

【指定自動車整備事業関係】 
・法令の規定を遵守する体制でない。 
・点検整備の一部を実施せず適合証を交付した。（1０台） 
・指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 
 
【自動車特定整備事業関係】 
・特定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 
・特定整備記録簿の虚偽記載。 
・整備主任者の分解整備等に関する統括管理不備。 

 

 



令和５年度 指定整備事業者の処分状況一覧表
（令和６年３月末現在）

支 局 処分年月 処 分 内 容 違 反 の 概 要

岩手 令和５年12月 運輸支局長文書警告 【指定整備事業関係】
１ ・同一性の相違する自動車にもかかわらず適合証を交付した。

自動車検査員文書警告 ・法令の規定を遵守する体制でない。

【自動車検査員関係】
・検査員が同一性の相違する自動車にもかかわらず適合証に証明した。

岩手 令和６年３月 運輸支局長文書警告 【指定整備事業関係】
２ ・故意以外により保安基準不適合状態で適合証を交付した。

自動車検査員文書警告
【自動車検査員関係】
・検査員が保安基準不適合状態であるにもかかわらず適合証に証明した。



令和５年度 特定整備事業者の処分状況一覧表
（令和６年３月末現在）

支 局 処分年月日 処 分 内 容 違 反 の 概 要

福 島 令和６年２月 自動車特定整備事業の停止 ・特定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り

１ １５日間 ・整備主任者の分解整備等に関する統括不備
・整備主任者研修の未受講

・料金表を掲示せず又は内容が不適切

青 森 令和６年２月 運輸局長文書警告 ・特定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り
２ ・整備主任者の分解整備等に関する統括不備











OBD検査の開始に伴う指定整備記録簿の変更について（続報） 

（一社）岩手県自動車整備振興会 

令和 6年 10 月から OBD検査が開始されることに伴い、指定記録簿の「検査機器等による検査」の欄及び「目視等による検査」の欄が

一部変更になっております。また、審査事務規程の一部改正も出ておりますので、記録簿の記載について再度ご案内します。 

 
変更点及び注意点 

① 検査機器等による検査に「OBD検査結果」が追加になりました。 

⚫ 令和 6年 10 月 1 日より、OBD検査対象車は検査を行い、検査結果を記入 

⚫ OBD 検査対象車以外は「／」 

⚫ 令和 6年 9月 30 日までは「／」 

② 検査機器等による検査の「定常走行騒音」が目視等による検査の「騒音防止装置」に含まれることとなりました。 

③ 目視等による検査に「自動運行装置」が追加になりました。 

⚫ 自動運転レベル 3以上の車両について、検査結果を記入 

④ 駐車ブレーキの検査において、当該装置を備える車軸の全ての車輪（推進軸制動の場合には推進軸）がロックしたことより、制動力の

総和が基準に適合しているものとみなすことができます。 

⚫ ロックする直前の制動力を計測し、手動欄に計測値を記入するとともに、制動力計測値付近に「全車輪ロック」、推進軸制動の場

合は「推進軸ロック」と記入する。 

※ 令和 6 年 10 月 1 日以降、旧様式の指定整備記録簿を使用する場合は、OBD 検査対象車及び自動運転レベル 3 以上の車両にかかわら

ず、「OBD検査結果」及び「自動運行装置」の追記を行い、対象車の場合は検査結果を、対象車以外の場合は「／」を記入となります。 

1 

2 

3 

4 



制動装置の記載例 

 

主制動装置を除く制動装置において、当該装置を備える車軸の全ての車輪（推進軸制動の場合

には推進軸）がロックしたことにより、制動力の総和が基準に適合しているものとみなすことを適用

した場合 

 

 

 

（注）ロックする直前の制動力を 

計測し、手動欄に計測値を記 

入するとともに、制動力計測値 

付近に「全車輪ロック」、推進軸 

制動の場合は「推進軸ロック」   

と記入する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制   動   力 

 

 

前 

 

 

軸 

 

前 

前 

軸 

 

右 

 ２８００ Ｎ 

左 

３０００ Ｎ 

軸重 

 

 

５９５ kg 

左右差 

２００ Ｎ 

 

０．３４ N/kg 

前 

後 

軸 

 

右 

Ｎ 

左 

Ｎ 

軸重 

 

 

kg 

左右差 

Ｎ 

 

N/kg 

 

 

後 

 

 

軸 

 

後 

前 

軸 

 

右 

Ｎ 

左 

Ｎ 

軸重 

kg 

 

N/kg 

左右差 

Ｎ 

 

N/kg 

後 

後 

軸 

 

右 

１６００ Ｎ 

左 

１５００ Ｎ 

軸重 

４４０ kg 

 

７．０４ N/kg 

左右差 

１００ Ｎ 

 

０．２３ N/kg 

 

計 

 

８９００ Ｎ 

車両重量 

 

 

１０３５ kg 

 

８．５９ N/kg 

 

手動 

全車輪ロック 

１９００ Ｎ 

 

１．８３ N/kg 
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